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 令和２年度仙台市認知症対策事業 主な取組み 

 

 認知症施策の実施に当たっては、認知症のご本人が主体となる医療・相談・支援が行われ、

認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症当事者の

声を積極的に取り入れるなど、関係機関等と連携を図りながら事業を推進する。 

 

1 認知症ケアパス配置先の検討と見直しについて 

 認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、認

知症に関するサービス提供の流れ等を示した「認知症ケアパス」を作成し、その普及・啓発を

進めてきた。この「認知症ケアパス」を広く必要な人に届けるため、より身近な施設へ配置す

ることが必要であり、配置先の拡充について検討してきた結果、仙台市と「高齢者の見守り活

動に関する協定」を締結している、【みやぎ生活協同組合】と【日本郵便】に、店頭への「認知

症ケアパス」の配置について協力を依頼することとした。 

 また、「全市版認知症ケアパス」は平成 28年 3月に初版を作成以降、随時記載内容の簡易な

修正を行い増刷してきた。しかし、年数が経過する中で新たな制度や拡充された取組などが出

てきたことから、加筆・修正等の見直しを行うこととした。 

 

1. みやぎ生活協同組合へのケアパス配置について 

（1） 対象：市内 30店舗 （内、1店舗は店舗住所が多賀城市） 

（2） 実施方法：令和 2年 6月対象店舗へケアパス配置についてのアンケートを実施 

    同 7月から、アンケート結果をもとに店舗のある地域を担当する地域包括

支援センターが各店舗を訪問し、ケアパス配置について相談するとともに

連携のきっかけとする 

 

2. 日本郵便へのケアパス配置について 

（1） 対象：市内 126局 

（2） 実施方法：令和 2年度 9月から 12月まで郵便局店頭に「全市版認知症ケアパス」   

    を配置予定 

 

3. 全市版認知症ケアパスの見直しについて 

（1） 実施方法：全市版認知症ケアパス見直しワーキンググループを設置する 

（2） スケジュール：今年度 2回のワーキンググループ開催を予定 

      令和 2年度中に原稿(案)を作成し、令和 3年度早期に製本配布予定 

 

２ 認知症カフェ支援事業 

 令和 2年度 3月末時点で仙台市内には 101の認知症カフェが運営されている。本市ではこれ

まで認知症カフェ支援事業として、認知症カフェネットワークミーティングや認知症カフェセ

ミナーを開催して認知症カフェの開設および継続運営を支援してきた。 

今年度は、これに加え、市内の認知症カフェの中からメンバーを選定し「認知症カフェ企画・

運営者会議」を開催する。 
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1. 認知症カフェ企画・運営者会議 

（1） 目的：①認知症カフェの開催・運営情報の共有 

②認知症カフェを継続・普及するための意見交換 

③認知症カフェネットワークミーティング並びに認知症カフェセミナー 

    内容の意見交換 

④新型コロナウイルス感染症の影響下での認知症カフェの運営について 

（2） 日程：今年度 2回開催予定 

 

2. 認知症カフェネットワークミーティング 

（1） 目的：市内の認知症カフェ相互のネットワークを構築するとともに、関係団体、行政  

   と連携し、認知症カフェのさらなる地域での浸透を図り、カフェを継続してい 

くための情報交換を行う。 

（2） 日程：年 1回開催 

 

3. 認知症カフェセミナー 

（1） 目的：認知症カフェの課題とこれからについて検討し、地域から理解され、愛される 

カフェや、認知症の本人及び家族の支援の在り方を考える機会を設ける。 

（2） 日程：年 1回開催 

 

３ 認知症ピアサポート活動支援事業 

認知症の人が、認知症とともに前を向いて生活していけるよう、当事者が集う場所に講師と

して認知症当事者を派遣し、当事者同士の出会いを通したピアサポート活動の機会を継続的か

つ定期的に提供する。 

 

１． 認知症ピアサポート活動支援事業（認知症カフェ派遣） 

（1） 実施方法：認知症介護研究・研修仙台センターへ業務委託により実施する 

（2） 業務内容 

① 認知症カフェ派遣に係る調整業務 

② 認知症カフェへの本人及びパートナー派遣業務 

・派遣は年 12回程度開催する 

・同行する「パートナー」にも、関わりや、思いを伝えてもらう 

 

２．認知症ピアサポート活動支援事業（認知症疾患医療センター派遣） 

（1） 実施方法：本市が調整のうえ、派遣を行う 

（2） 業務内容 

① 認知症疾患医療センター派遣に係る調整業務 

② 認知症疾患医療センターへの本人及びパートナー派遣業務 

・市内の各認知症疾患医療センター（4か所）へ各 1回ずつ派遣する 

・必要に応じて、同行する「パートナー」にも、関わりや、思いを伝えてもらう 


